
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡
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店舗、事務所兼共
同住宅

中高層の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ商業地域

二子玉川180 m

特にない ２６ｍ国道 二子玉川駅　北方180 m

コロナ禍で鈍化していた商業地地価は回復基調にあるが、ウクライナ
情勢の長期化等が世界経済に及ぼす影響が懸念される。

玉川高島屋やライズに近く立地条件の優位な商業地域で地域要因に大
きな変動はない。人流は戻りつつあり地価も回復傾向にある。

一部に近隣商業地域を含むが地域における標準的な画地で、個別的要
因に特段の変動はない。

二子玉川駅に近く大型店舗や店舗兼事務所ビル等が建ち並ぶ稀少な商業地域で、以後も同様の環境を維持し、コ
ロナ禍で停滞した地価動向についても、今後は上昇基調で推移していくものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価
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(３)鑑定評価の条件

円
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１ 基本的事項

(６)
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は複数の取引事例より求めた市場性を反映した価格である。収益価格は収益建物の賃貸を想定して求めており
近隣地域は投資採算性重視の取引が多く収益価格の信頼性は高い。一方比準価格についても収益目的取引を主とした取
引事例から求めており、市場性と収益性の双方を兼ね備えた価格と判断できる。よって比準価格に収益価格を関連づけ
周辺公示地との検討も踏まえた上で、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、世田谷区及び周辺区の商業地域等である。需要者は、収益性重視の賃貸用不動産を求める不動産業者や
投資家が中心である。コロナ禍の需要停滞から回復しており、二子玉川駅近くの人気エリアに所在する商業地域で、稀
少性は高く需要は底堅い。取引の中心価格帯は規模や画地条件、買主の属性等により土地建物総額で数億円から数十億
円程度と幅が大きい傾向がある。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

世田谷(都) －5 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 6

世田谷(都)　5 － 3 東京都 区部第７ 不動産鑑定士  鈴木　真紀          

すずき不動産鑑定

令和 4 6 1

令和 4 7 4

世田谷区玉川二丁目１５１６番１
「玉川２－２４－６」

406

1：3
ＳＲＣ 9

西26 m

国道

水道、

ガス、

下水

商業
(80,500)
防火
（その他）
風致地区

(77,425)

36 0 15 50 中高層店舗付事務所地

11 36 400 長方形

商業
(77,425)
防火
風致地区

中高層店舗付事務所地 ない

2,740,000

2,070,000

／

／

令和 4 2,060,000

1,060,000,000 2,620,000

□ □■

1,440,000

世田谷 5 20

102.0

102.9 54.5

100.0
2,620,000

0.0

0.0

0.0

+2.9

0.0

0.0

-5.0

0.0

-39.0

-6.0

0.0

□ □

□ □

■
2,550,000

+2.7


